
新型コロナウイルス感染症対策本部員会議 

（通算：第４０回 特措法に基づく対策会議：第１８回） 

 

                  日 時 令和３年５月１１日（火） 

                         午後４時から 

 場 所 災害対策本部室 

 

出席者：市長、副市長、教育長、企画部長、総務部長、市民生活部長、福祉部長、 

子育て健康部長、産業環境部長、建設部長、都市整備部長、上下水道部長、

教育振興部長、生涯学習部長、社会福祉協議会事務局長、安城消防署長、危

機管理監、危機管理課長、危機管理課課長補佐、コロナ対策係長 

 

１ 本部長あいさつ 

・国は、愛知県にも５月１２日から緊急事態宣言の発出を決定。 

・県では、酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等に対する休業要請などの愛知県

緊急事態措置を５月１２日から３１日まで講じる。 

・本市では、４月の新規感染者は８４名、５月は９日までで４９名と大きく増加。特

にゴールデンウイーク明けの７日と９日は１２人の新規感染が確認され、７日は１

２人のうち７人が中等症若しくは重症だった。感染力の強い変異株への置き換わり

を踏まえると、まさに予断を許さない状況である。 

・収束の切り札であるワクチン接種については、一般高齢者に、昨日クーポン券が送

られ、本日から医療機関での個別接種の受付が始まった。 

・全ての部署において、あらゆる事業、施策において感染症予防やコロナ差別根絶の

啓発に取り組み、経済対策や生活支援など、市民の命や生活を守る対策を各部署で

検討し、取り組むこと。 

・また、市職員等の感染も増えてきているので、コロナ禍に慣れることなく、不要不

急の外出や外食の自粛、マスク着用、手指衛生などに各職員が職場、家庭において

これまで以上に感染防止に取り組むこと。 

 

２ 協議報告事項 

（１）感染状況について （危機管理課） 

（２）緊急事態宣言について （危機管理課） 

（３）各施設の対応について （危機管理課、福祉部、都市整備部、産業環境部、 

市民生活部、生涯学習部） 

（４）市主催のイベント等について （危機管理課、産業環境部、市民生活部、 

生涯学習部、上下水道部） 

 

３ その他 

（１）安城消防署のワクチン接種状況について（安城消防署） 



（２）テレワークの実施について（企画部） 

（３）ワクチンの個別接種について（子育て健康部） 

 

４ 本部長より 

・変異種について３密だけではなく、１密２密でも起こりうるという報告もある。 

・基本的な感染防止対策の啓発や注意喚起を引き続き実施しする。 

・職員自らが感染防止を徹底するとともに、各部署においては、各業務の中でできる

ことは何かを考え、積極的に実践すること。 


